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●利用者負担割合
介護サービスを利用したときは、実際にかかるサービス費用の１割～３割を支払います。利用
者負担の割合は前年の所得等に応じて決まります。原則、本人の所得で決まるため、同じ世帯
でも負担割合が異なることがあります。

●介護保険負担割合証
　利用者負担割合を確認する証として、「介護保険負担割合証」を要介護・要支援認定を受け
ている方及び事業対象者に毎年７月下旬にお送りします。介護サービスを利用する際には、被
保険者証と併せてサービス事業者等へ提示してください。 ●住所はお手数で

すがご自分で記
入してください

●氏名、フリガ
ナ、生年月日な
どに誤りがない
かを確認してく
ださい

●裏面の注意事項
をよくお読みく
ださい

●負担割合
　（1割～３割）
が記載され
ます

●負担割合の
適用期間が
記載されま
す

※ 令和9年1月以降に交付する介護保険負担割合証は様式が変更になる予定です。

介護保険課介護給付係（裏表紙参照）問い合わせ

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除
や人的控除等の控除をする前の所得金額。土地等の売却等により長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控
除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とします。

※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

＜利用者負担割合の判定の流れ＞

3割負担

2割負担

1割負担

本人が住民税を
課税されている

65歳以上の人
スタート 本人の

合計所得金額が
220万円以上

本人の
合計所得金額が
160万円以上

3割
次の❶❷の両方に該当する場合
❶本人の合計所得金額が220万円以上
❷ 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が、65歳以上の人が1人の世帯の場合340万円以上、
65歳以上の人が2人以上世帯の場合463万円以上

2割
「3割」に該当しない人で、次の12の両方に該当する場合
1本人の合計所得金額が160万円以上
2同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が、65歳以上の人が1人の世帯の場合280万円以上、
65歳以上の人が2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の人
（住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は、上記にかかわらず1割負担）

はいはい

はい

はい

はい
いいえ

はい

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入＋その他の合計所得金額」が

340万円以上
合計463万円以上65歳以上の2人以上世帯

65歳以上の単身世帯

同一世帯にいる65歳以上の人の
「年金収入＋その他の合計所得金額」が

280万円以上
合計346万円以上65歳以上の2人以上世帯

65歳以上の単身世帯

介護サービスの利用者負担


